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第 114 回 ILO 総会 政府代表演説 

 

議長、事務局長、各国政労使の代表団の皆様、あ

りがとうございます。日本政府を代表して発言するこ

とを光栄に存じます。 

 

事務局長におかれては、時宜を得た意欲的な AI と

雇用に関する報告書をまとめていただき、誠にありが

とうございます。 

 

ILO は過去100 年以上にわたり、時代ごとの課題に

対応し、労働者の権利を守るべく取組を進めてきまし

た。日本としても、ＩＬＯ設立時からの加盟国として、長

きにわたる理事国として、ILO の価値観を共有し、国

際労働基準と開発協力の両面から、ＩＬＯの活動に積

極的に貢献してきました。 
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日本は、本年４月１日、事務局長ご臨席のもと、ILO

基本条約の１つである第 155 号条約 「職業上の安全

及び健康並びに作業環境に関する条約」の批准書をＩ

ＬＯに寄託しました。国内における労働災害の一層の

防止と国際的な労働安全衛生規範の普及に努めてま

いります。 

 

また、日本はアジア・太平洋地域における最大の任

意拠出国として、50 年以上にわたり、アジアの国々を

中心に、その国の実態やニーズに合わせ、労働安全

衛生水準の向上や社会保険制度整備、サプライチェ

ーンの労働環境改善などの様々な開発協力を行って

きました。 

 

このほか、事務局長が主導する「社会正義連合」の
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趣旨に賛同し、調整グループの一員として積極的に

貢献してきました。日本として、引き続き、人的貢献を

含め、協力してまいります。 

 

これらの取組により、日本がＩＬＯを通じてディーセ

ント・ワークの実現に貢献できていることを非常に光

栄に思います。 

 

ＩＬＯは厳しい財政状況に直面していますが、日本と

してＩＬＯの取組に貢献していくという姿勢は揺るぎな

いものです。日本は、今年の分担金も５月に全額支払

ったところであり、ＩＬＯの中核的マンデートの実現に焦

点を当てながら効率的な組織を目指す、というＩＬＯ改

革を支持し、事務局長の改革努力を支えてまいります。 

 

事務局長の報告書にあるとおり、ＡＩをはじめとした
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デジタル技術の進展により、将来にわたり、労働環境

は大きく変化します。AI への人間中心のアプローチに

よりディーセント・ワークを確保するという課題認識に、

日本は共鳴いたします。 

 

日本では、ＡＩを積極的に活用し、AI の透明性・公平

性・安全性を確保するため、2025 年６月、ＡＩに関する

基本法を制定し、内閣総理大臣をトップに全省庁が参

画して AI の開発・活用を促進していく体制を構築しま

した。また、官民を挙げて、ＡＩに関する総合的な取組

を推進するため、2025年12月、国家戦略として、ＡＩに

関する基本計画を閣議決定しました。 

 

労働分野においては、労働者に対するＡＩリ・スキリ

ングの支援や公的職業紹介を行うハローワークにお

けるＡＩの活用等に取り組んでいるほか、Ｇ７において
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は、ＡＩのスキル向上に向けた各国の取組に関する情

報共有が議論されており、引き続き連携してまいりま

す。 

 

ＡＩ等のデジタル技術の急速な進展に対応し、一人

一人がその能力を最大限発揮して活躍できる社会を

目指し、労使との連携の下、更なる取組を推進し、

我々の経験を国際社会と共有してまいります。 

 

ＡＩをはじめとする技術革新により、労働のあり方は

大きな転換点を迎えています。国際社会はこうした変

化に柔軟に対応し、全ての労働者が技術の恩恵を享

受し、ディーセント・ワークを確保することにより、健全

に発展していくことが必要です。 

 

こうした認識を世界と共にして、日本は、労使をはじ
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めとする社会的パートナーとの対話を大切にしながら、

仕事の世界における永続的な課題に取り組むための

あらゆる努力を行ってまいります。 

 

ご清聴ありがとうございました。 

 


